
 〔公聴会を伴う許可に関する手続き〕 
 
 
 
 
     （公告日まで利害関係人へ十分に説明する） 

  許可申請   確認申請   （建 築 主）  

 
 
 
 
 
 
 
 

  申請書受理    許 可   （特定行政庁）
 
  建 築 課  

 公聴会開催の依頼 
 
 審査会へ同意を求める  

 

 
 
 
 
 
 
         14日 

  受 理   公 告  ※利害関係人等へ通知    （事 務 局）
 
 建築調整課             ※公告及び公聴会 

            開催の起案決裁         ７日 
                                        （公聴会記録の作成） 
 
 
 
 
  14日  

  公聴会   建築審査会   同 意  
 
 
 
 



〔許可に関する手続き〕 
 
 
 
               ５週前 
     

  許可申請  確認申請    （建 築 主）  

 

   【審査会】 
    審査会用資料の提出 １５部 
    審査会開催１週前まで 
    （事前に一部持参しチェックをうける）  

 
 
 
 
 
                 ※決裁審査（一週間） 
 

  申請書受理   審査会へ同意を求める   許 可   （特定行政庁）
 
  建 築 課                ４週前（前月末頃） 

 

 
 
 
 
 
 
 

  受 理   建築審査会   同 意   （事 務 局）
 
 建築調整課             ※建築審査会 

             開催の起案決裁 

 

                      （毎月第１週）開催通知送付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔路上協にかける許可に関する手続き〕 
 
 
 
                    【路上協】                     【審査会】 
   路上協資料１５部                       審査会用資料の提出 １５部 

  審査会開催１週前まで 
（事前に一部持参しチェックをうける）  許可申請  
 

 確認申請 
  ※建築課で相談  路上協開催一週前 
                   （事前に一部持参し 
                       チェック） 

 （建 築 主）

                                             ５週前 

 
 

  申請書受理    許 可   路上協
 開催依頼

 審査会へ同意
 を求める 

 （特定行政庁）
 
  建 築 課 

     （前月上旬）                       ４週前（前月末頃） 

  路上協招集   路上協議会   承認   受 理   建築審査会   同 意   （事 務 局）
 
 建築調整課    ※路上協開催の起案決裁                 ※建築審査会 

    開催２週前までに送付                   開催の起案決裁 

   

 
 
 
 
                                     ※決裁審査（一週間） 
 

 
 
 
                      （前月 
                        中下旬） 
 

 

                                          （毎月第１週）開催通知送付 
 
 
 
 


